
幹 部 会 報 告 事 項 
令和８年２月２日 
防 災 危 機 管 理 局 

事 

項 

指定避難所等におけるキッチンカーを活用した食事の提供に関する協定締結に

ついて 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 

容 

 

大規模災害時、地域における食料供給体制を強化し、避難生活の質の向上を
図るため、キッチンカーによる炊き出し等が円滑に実施されることを目的とし
て、キッチンカー専門ポータルサイト運営事業者と協定を締結します。 

１ 協定名称 

指定避難所等におけるキッチンカーを活用した食事の提供に関する協定 

 
２ 協定締結先 

prove LiFE.LLC（合同会社プルーブライフ） 

（千葉県千葉市中央区登戸 1-10-12） 
※キッチンカー専門ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN」を運営 
（令和 8 年 1 月時点のキッチンカー登録台数は 3,858 台、愛知県内では 379 台） 

 
３ 主な協定内容 

大規模災害時、名古屋市が災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適

用を決定した場合において、同社の運営するポータルサイトを通して、登録
キッチンカー事業者に避難所等での炊き出しを要請し、対応可能な事業者よ
り炊き出しを実施していただくもの。 

 

４ 協定式 
(１）日 時 

令和 8 年 2 月 4 日（水）午後 4 時 30 分～午後 5 時 00 分 
 

（２）場 所 

  名古屋市役所 災害対策本部室（東庁舎１階） 

 

（３）出席予定 

prove LiFE.LLC（合同会社プルーブライフ）  
代表 山本 新一 様 

名古屋市 防災危機管理局長 蛭川 賢之      他数名 
 

 
 
 
 

 
備 

考 

本件は、１月 28 日（水）に市政記者クラブへ資料提供済みです。 

（地域防災課 内線 3591） 
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幹 部 会 報 告 事 項 

令和 8 年 2 月 2 日 

総 務 局 

ス ポ ー ツ 市 民 局 

事
項 

職員の自転車乗車時における交通ルールの遵守の依頼について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

道路交通法が改正となり、令和８年４月１日より自転車への交通反則通告制度（青

切符）が導入され、自転車の「反則行為」に対して、青切符の交付が開始されます。

つきましては、自転車乗車時における交通ルールの正確な理解と確実な遵守について、

所属職員へ改めて周知徹底いただきますようお願いいたします。 

 また、自転車乗車時のヘルメットの着用については、本市では令和 3年 10 月に「名

古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、さらに、令和 5年 4

月の改正道路交通法施行により、現在は全国的に自転車乗車時のヘルメット着用が全

年齢で努力義務化されております。職員が日頃より率先してヘルメットを着用するこ

とが啓発にもつながることから、所属職員に着用を徹底していただきますよう、お願

いいたします。 

 

（参考）警察庁交通局（令和 7年 9月）公表資料 

「自転車を安全・安心に利用するために 

―自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入―【自転車ルールブック】」より 

◇自転車への青切符の導入の背景 

・16 歳以上の者による自転車の一定の交通違反への青切符の導入は、自転車の交

通事故の抑止を図ることが目的です。 

◇自転車の基本的な交通ルール 

・道路交通法上、自転車も車両の仲間で、自転車の交通違反は重大な事故につな

がる可能性があります。 

・自転車を安全・安心に利用するため自転車安全利用五則を守ることが大切です。 

 

 

 

 

 

◇青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分 

・自転車の交通違反を繰り返したときは、自転車運転者講習の受講が必要です。 

・自動車や原動機付自転車の運転免許を保有している者が、自転車乗用中に重大

な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性があります。 

 

（添付資料） 

・愛知県啓発用チラシ 

備
考 

 

（職員部人事課 内線 2123） 

（市民生活部地域安全推進課 内線 3123） 

＜自転車安全利用五則＞ 

１ 車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先 

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

３ 夜間はライト点灯 ４ 飲酒運転禁止 ５ ヘルメット着用 









幹部会報告事項 

令和８年２月２日 

環 境 局 

事 

項 

職員で応援！「リサイクルメダルプロジェクト（小型家電回収）」と 

「官庁街フードドライブ」の実施について 

内 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容 

１ 趣 旨 

アジア・アジアパラ競技大会におけるメダルプロジェクトを通じたリサイ

クルのさらなる推進と官庁街が連携して食品ロス削減への機運醸成を図るた

め、市役所本庁舎で本市職員等を対象とした小型家電の回収とフードドライ

ブを実施しますので、お知らせします。 
各局室の皆様には、この機会にご家庭にある使わなくなった小型家電及び

手つかずの食品をお持ちいただくなど、積極的なご参加をお願いいたします。 

２ 開催日時 

令和８年２月１３日（金）１２時００分から１３時００分まで  

３ 受付場所 

市役所本庁舎 地下１階 施策ＰＲスペース 

４ 回収対象品 

・使わなくなった小型家電 

・手つかずの食品 

  ※詳細については、別添チラシ「小型家電の回収＆フードドライブ in 名古

屋市役所」をご参照ください。 

５ その他 

フードドライブは、東海農政局・中部地方環境事務所・愛知県と同時開催と

なります。詳細は、別添チラシ「官庁街フードドライブチラシ」をご参照く

ださい。 

（参考）小型家電の回収 

回収した小型家電は、本市が契約したリサイクル業者に引き渡し、有用金属 等
を回収し、資源化します。このイベント以外にも、市内の総合スーパーや 区
役所、環境事業所等に回収ボックスを設置しています。 

 （参考）愛知・名古屋 2026 大会リサイクルメダルプロジェクト 

アジア・アジアパラ競技大会で使用する入賞メダルに小型家電由来のリサ

イクル素材を活用するプロジェクトを大会組織委員会が実施しており、本

市も参加しています。 

（参考）フードドライブ 
家庭にある手つかず食品を持ち寄り、フードバンク活動団体などに寄付す

る活動であり、本市では、環境学習センター・なごや生物多様性センター

で定期的に食品の受付を行っています。 

備 

考 

本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供します。 

（資源循環部資源循環推進課 内線２２９７） 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 【お問合せ先】 名古屋市環境局資源循環推進課 

TEL（052）972-2390・2379   FAX( 052 ) 972-4133  

 in 名古屋市役所 

ご家庭にある  

手つかずの 

小型家電・食品 

使わなくなった 

をお持ちください！ 

いただき も のの詰め合わせ、 お米、 缶詰等 

ご家庭で眠っていま せんか?  
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小型家電の回収＆フードドライブ 

回収したものは・・・・ 

市役所 
西庁舎 

昔使っていたス マホやタ ブレ ッ ト 、  

ほこ り をかぶっていま せんか?  

▶ 小型家電の回収 
名古屋市が契約し たリ サイ ク ル業者に引き 渡し 、  
有用金属等を 回収し 、 資源化し ま す。  
ま た、 「 愛知・ 名古屋 2026 大会リ サイ ク ルメ ダルプロ ジェ ク ト 」  
に参加し 、 アジア・ アジアパラ 競技大会で使用する 入賞メ ダルに 
小型家電由来のリ サイ ク ル素材が活用さ れま す。  

▶ フードドライブ 
家庭にある 手つかずの食品を持ち寄り 、  
フ ード バンク 活動団体や福祉施設など に寄付する 活動 

シャ チのジュ ンちゃん  

フード ド ラ イ ブは、 東海農政局・ 中部経済産業局・  

名古屋合同庁舎・ 愛知県庁でも 開催する よ ! !  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードドライブ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概ね 縦 1 5 cm ×横 4 0 cm ×奥行 2 5 cm 以下の小型家電製品 

 

 

 

 

 

 

 

ご家庭から 出たも ので、 電気・ 電池を 使用する 対象のサイ ズ以内のも のは、  

ほぼ全ての品目が対象です。  

※以下のも のは対象外ですので、 ご注意く ださ い。  

 ・ 家電リ サイ ク ル法対象 4 品目（ テレ ビ、 エアコ ン、 冷蔵庫、 洗濯機）  

 ・ 破損し やすいも の（ 電球、 蛍光管 等）  

 ・ 単体の電池、 バッ テリ ー類（ モバイ ルバッ テリ ー 等）  

 ・ 産業廃棄物に該当する も の（ 職場から 排出さ れる 小型家電製品）  

回 収 対 象 品 目  

下記のも のが回収対象です。 

ぜひお持ち込みをお願いします !! 

小型家電の回収 ▶  

ス マート フ ォ ン 、 携帯電話、 タ ブレ ッ ト 、  

ノ ート パソ コ ン 、 ハン ディ フ ァ ン、  

ゲーム 機、 電動工具       …など  

 

○ 賞味期限が１ か月以上先 で 常温での長 期保管が可能 なも の 

○ 包装や外装が破損し ていないも の 

○ 未開封のも の 

※ 生鮮食品、 冷凍・ 冷蔵食品、 びん詰め食品は受け取れま せん。  

 

 

 

 

・ お米（ 白米・ 玄米など ） ※１         ・ 缶詰（ 肉、 魚、 野菜、 果物など ）  

・ イ ンス タ ント ・ レ ト ルト 食品      ・ 乾物（ パス タ 、 う どん、 そばなど ）  

・ 調味料（ 食用油、 醤油、 味噌、 砂糖など ）    ・ ギフ ト （ お歳暮、 お中元などの余り ）  

・ お菓子                ・ 乳幼児用食品（ 粉ミ ルク ・ 離乳食など ）  

・ 飲料※２   

※１  白米は精米時期から 半年以内のも の、 玄米は収穫時期から ２ 年以内のも の 
※２  アルコ ール飲料を除く  
 

特 に お 持 ち い た だ き た い 食 品  

集 め る 食 品 の 条 件  

シャ チのジュ ンちゃん 

▶  



家庭にある手つかずの食品をお持ちください!

～あなたの が、誰かの に～

・ 家庭にある 手つかずの食品を持ち寄り 、 ま と めてフ ード バンク 活動団体や地域の福祉施設など に寄付

する 活動です。

・ フ ード ド ラ イ ブは、 食品ロ ス の削減だけでなく 、 食料の支援を必要と する 方々への支援にも つながる

こ と から 、 国や愛知県、 名古屋市では、 企業や職場・ 地域での自主的なフ ード ド ラ イ ブの実施を呼び

掛けていま す。

・ 名古屋市及び東海農政局・ 中部地方環境事務所・ 愛知県は、 官庁街に勤務する 方等に、 食品ロ ス 削減

運動への理解の促進と 、 自ら 率先し て取り 組む機運の醸成を目的に、 「 官庁街フ ード ド ラ イ ブ」 を

同時開催し ま す!

【 開 催 日】 令和８ 年２ 月１ ３ 日（ 金）

【 時間・ 場所】 １ ２ 時 ～１ ３ 時

① 名古屋市役所 本庁舎 地下１ 階 施策Ｐ Ｒ ス ペース

※名古屋市役所本庁舎では小型家電の回収も 同時開催し ていま す

➁ 東海農政局庁舎 １ 階ロ ビー

③ 中部経済産業局総合庁舎 １ 階ロ ビ ー

④ 名古屋合同庁舎第１ 号館 １ 階ロ ビ ー

⑤ 名古屋合同庁舎第２ 号館 １ 階ロ ビー

⑥ 愛知県庁 西庁舎 ６ 階 環境局資源循環推進課

共催: 名古屋市（ 環境局資源循環部資源循環推進課 電話972-2379）

東海農政局（ 消費・安全部消費生活課 電話223-4651）

中部地方環境事務所（ 資源循環課 電話955-2132）

愛知県（ 環境局資源循環推進課 電話954-6234）

フードバンク
(セカンドハーベスト

名古屋)

“ も ったいない”
“ あり がと う ”

官庁街

受付場所

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ

フードドライブとは?



お持ちいただきたい食品

◎ お米（ 白米・玄米など） ※１

◎ 缶詰（ 肉・魚・野菜・果物など）

◎ インスタント ・レト ルト 食品

◎ 乾物（ パスタ・うどん・そばなど）

◎ 調味料（ 食用油・醤油・味噌・砂糖など）

○ ギフト（ お歳暮・お中元などの余り）

○ お菓子

○ 乳幼児用食品（ 粉ミルク・離乳食など）

○ 飲料※2

※１ 白米は精米時期から半年以内のもの、玄米は収穫時期から２ 年以内のもの

※２ アルコール飲料を除く
※３ 生鮮食品、冷凍・冷蔵食品、びん詰め食品は受け取れません
※４ ◎は特にお持ちいただきたい食品です

食品の条件

・ 賞味期限が１ か月以上先で常温での長 期保管が可能なもの

・ 包装や外装が破損していないもの

・ 未開封のもの

※ お持ちいただいた食品は、受取りの際に上記の条件について確認

させていただきます。

※ 状態によってはお持ち帰りいただく場合がありますのでご了承ください。

・食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられている食品のことです。

・日本では、年間約4 6 4 万ト ン（ 令和５ 年度推計値） の食品ロスが発生

しており、国民1人当たりに換算すると、年間約3 ７ ㎏、毎日おにぎり1 個分

の量に近い約1 0 2 g の食べものを捨てている計算になります。

・食品ロス削減のために、できることから始めましょう。



幹 部 会 報 告 事 項 

令和 8 年 2 月 2 日 

住 宅 都 市 局 

事

項 
「ＳＲＴ名古屋駅－栄ルートの運行開始」について 

内 

 

 

 

容 

 

都心部の回遊性の向上や賑わいの拡大を目指し、導入準備を進めてまいりま

したSRT（Smart RoadwayTransit）が、令和8年2月13日（金）より、名古屋駅－

栄ルートの運行を開始します。 

 

１．SRTキービジュアルの作成 

 SRTの運行開始に向け、キービジュアルを作成しました。 

 コンセプトスローガン：「まちをめぐる、いい予感。」 

「SRTは、ただの移動手段ではなく、まちとのふれあいやワクワク感を生み、新

しい都心の風景や賑わいにつながるもの」という思いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．SRT公式ウェブサイトの開設 

 SRTの公式ウェブサイト（新規）を開設しました。 

https://www.srt.city.nagoya.jp 

運行情報等はこちらからご確認ください。 

 

https://www.srt.city.nagoya.jp


３．SRT運行開始記念式典の開催 

SRTの運行開始に先立ち、下記のとおり、記念式典を開催します。 

（1） 開 催 日 時：令和8年2月11日（水・祝） 

10時から11時30分頃まで（試乗会を含む） 

（2） 会 場：久屋大通公園 希望の広場（SRT停留所「栄」前） 

（3） 主な出席者：名古屋市長、名古屋市会議員、国土交通省、地元関係者 等 

（4） 主 な 内 容：挨拶、テープカット、試乗会 

 

４．SRT公式グッズの発売 

SRT運行開始を記念して、名鉄商店より「SRT公式グッズ」が発売されます。 

（1）作製・販売事業者：名鉄商店（株式会社名鉄生活創研） 

（2）発売場所：・名鉄商店（名鉄百貨店本店 メンズ館1階） 

・名鉄商店 ATSUTA（あつたnagAya） 

・名鉄商店 オンラインストア 

（3）内容：1.SRTボールペン        販売価格：  350円（税込）  

2.SRTマイクロファイバータオル 販売価格：  660円（税込）  

3.SRTキーホルダー       販売価格：  990円（税込）  

4.SRT Tシャツ         販売価格：3,500円（税込）  

5.SRTあべっ子ラムネ      販売価格：1,080円（税込） 

（4）発売開始日：令和8年1月30日（金） 

（※「SRTあべっ子ラムネ」の発売は、令和8年2月下旬頃を予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 

 一部のSRT停留所工事に遅れが生じており、当面の間、臨時停留所を使いなが

らの運行を予定しております。ご不便おかけしますが、ご理解ご協力いただき

ますようお願いいたします。 

 なお、詳細は、SRT公式ウェブサイトをご確認ください。 

備
考 

本件は、令和 8 年 1 月 28 日に、市政記者クラブへ資料提供しました。 

（都市計画部交通事業推進課 内線 2744） 


